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ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
人　

事　

課
）　
　

一

〇
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
震
災
援
護
室
）　
　

一

訓　

令　

甲

〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
）　
　

二

告　
　
　

示

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　
　

二

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 
（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 
（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施 

（
産
業
立
地
推
進
課
）　
　

六

〇
平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
八
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く

　

漁
業
共
済
に
係
る
加
入
区
の
設
定
）
の
一
部
改
正 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　
　

六

〇
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請 

（
農
業
振
興
課
）　

一
一

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　

一
二

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　

一
二

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の

　

決
定 

（
食
産
業
振
興
課
）　

一
二

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　

一
二

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
六
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　

一
三

人
事
委
員
会

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一
四

収
用
委
員
会

〇
七
ヶ
浜
海
岸
花
渕
浜
事
件
審
理
の
開
始
に
つ
い
て
公
示
に
よ
る
通
知 

一
六

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
七
五
〇
号
（
平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日
付
け
）
中 

一
六

規　
　
　

則

　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
七
号

　
　
　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
二
項
第
三
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「（
ハ
か
ら
リ
ま
で
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
の
設
置
に
係
る
非
常
災
害

に
係
る
も
の
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

　

附
則
第
四
項
中
「
、
下
水
道
事
務
所
長
及
び
土
地
区
画
整
理
事
務
所
長
」
を
「
及
び
下
水
道
事
務
所
長
」
に
改
め
、

附
則
第
五
項
中
「
第
十
条
第
一
項
第
三
十
五
号
」
を
「
第
十
条
第
一
項
第
三
十
四
号
」
に
、「
第
十
九
条
第
十
一
号
、」

を
「
第
十
九
条
第
十
号
及
び
」
に
改
め
、「
及
び
第
二
十
二
条
第
一
号
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
八
号

　
　
　

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
２
㈡
中
「
二
、
六
二
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、
六
六
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号

１
㈢
中
「
一
、
〇
八
〇
円
」
を
「
一
、
一
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
３
㈠
の
表
及
び
同
号
３
㈡
の
表
を
次
の
よ
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う
に
改
め
る
。

　
　
　

㈠　

住
家
の
全
壊
、
全
焼
又
は
流
失
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯

季
別

期　
　
　

間

一
人
世
帯

二
人
世
帯

三
人
世
帯

四
人
世
帯

五
人
世
帯

六
人
以
上
一
人
を

増
す
ご
と
に
加
算

す
る
額　
　
　
　

夏
季
四
月
か
ら
九
月

ま
で

一
八
、
四
〇
〇
円

二
三
、
七
〇
〇
円

三
四
、
九
〇
〇
円

四
一
、
八
〇
〇
円

五
三
、
〇
〇
〇
円

七
、
八
〇
〇
円

冬
季
十
月
か
ら
三
月

ま
で

三
〇
、
四
〇
〇
円

三
九
、
五
〇
〇
円

五
五
、
〇
〇
〇
円

六
四
、
三
〇
〇
円

八
〇
、
九
〇
〇
円

一
一
、
一
〇
〇
円

　
　
　

㈡　

住
家
の
半
壊
、
半
焼
又
は
床
上
浸
水
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯

季
別

期　
　
　

間

一
人
世
帯

二
人
世
帯

三
人
世
帯

四
人
世
帯

五
人
世
帯

六
人
以
上
一
人
を

増
す
ご
と
に
加
算

す
る
額　
　
　
　

夏
季
四
月
か
ら
九
月

ま
で

 

六
、
〇
〇
〇
円

八
、
一
〇
〇
円

一
二
、
一
〇
〇
円

一
四
、
七
〇
〇
円

一
八
、
六
〇
〇
円 

二
、
六
〇
〇
円

冬
季
十
月
か
ら
三
月

ま
で

九
、
八
〇
〇
円

一
二
、
七
〇
〇
円

一
八
、
〇
〇
〇
円

二
一
、
四
〇
〇
円

二
七
、
〇
〇
〇
円 

三
、
五
〇
〇
円

　

別
表
第
一
第
六
号
２
中
「
五
六
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
七
六
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
第
八
号
３
㈡
⑴
中
「
四
、

二
〇
〇
円
」
を
「
四
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
３
㈡
⑵
中
「
四
、
五
〇
〇
円
」
を
「
四
、
六
〇
〇
円
」
に
改
め
、

同
号
３
㈡
⑶
中
「
四
、
九
〇
〇
円
」
を
「
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
第
九
号
３
中
「
二
〇
八
、
七
〇
〇
円
」
を

「
二
一
〇
、
四
〇
〇
円
」
に
、「
一
六
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
六
八
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
第
十
二
号
２
中
「
一

三
四
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一
三
四
、
八
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

訓　

令　

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
六
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
六
項
中
「
第
二
十
二
号
」
を
「
第
二
十
一
号
」
に
、「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
三
号
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
循
環
型
社
会
推
進
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
「
ホ
か
ら
リ
ま
で
、
ル
、
カ
、
ヨ
及
び
ネ
」
を
「
チ

か
ら
ヲ
ま
で
、
ヨ
、
ソ
、
ツ
及
び
ウ
」
に
改
め
、
ナ
を
ヰ
と
し
、
ル
か
ら
ネ
ま
で
を
ヨ
か
ら
ウ
ま
で
と
し
、
ヌ
を
ワ
と

し
、
ワ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

カ 　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
者
に
係
る
非
常
災
害
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
届
出
の
受
理

（
第
十
五
条
の
二
の
五
）

　

別
表
第
一
循
環
型
社
会
推
進
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
リ
中
「
ル
、
カ
及
び
ヨ
」
を
「
ヨ
、
ソ
及
び
ツ
」
に
改

め
、
同
号
リ
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ホ
か
ら
同
号
チ
ま
で
を
同
号
チ
か
ら
同
号
ル
ま
で
と
し
、
同
号
ニ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

　

ホ 　

市
町
村
の
設
置
に
係
る
非
常
災
害
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
並
び
に
変
更
の
届
出
の
受
理
及
び
通

知
並
び
に
休
廃
止
等
の
届
出
の
受
理
（
第
九
条
の
三
）

　

ヘ 　

市
町
村
に
よ
る
非
常
災
害
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
の
策
定
及
び
そ
の
変

更
の
協
議
及
び
同
意
（
第
九
条
の
三
の
二
）

　

ト 　

非
常
災
害
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
並
び
に
変
更
の
届
出
の
受
理
及
び
通
知
並
び
に
休
廃
止
等
の

届
出
の
受
理
（
第
九
条
の
三
の
三
）

　

別
表
第
一
仙
南
保
健
所
長
、
塩
釜
保
健
所
長
、
大
崎
保
健
所
長
、
石
巻
保
健
所
長
及
び
気
仙
沼
保
健
所
長
の
専
決
事

項
の
項
第
三
号
ル
及
び
別
表
第
七
仙
南
保
健
所
、
塩
釜
保
健
所
、
大
崎
保
健
所
、
石
巻
保
健
所
及
び
気
仙
沼
保
健
所
の

環
境
衛
生
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
十
六
号
ソ
中
「
に
つ
い
て
の
特
例
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
九
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と

し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
九
〇
〇
七
六
二

さ
く
ら
ビ
レ
ッ
ジ
訪
問
介
護

多
賀
城
市
桜
木
二
丁
目
二
番
二

十
二
号

株
式
会
社
ｓ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ

平
成
二
十
八
年

三
月
一
日
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〇
四
七
〇
七
〇
一
一
二
九

太
陽
の
郷
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
名
取
市
愛
島
笠
島
字
西
小
泉
七

番
地（
十
七
街
区
・
十
八
街
区
）

株
式
会
社
太
陽
デ
パ
ー
ト

平
成
二
十
八
年

三
月
十
五
日

〇
四
七
〇
二
〇
二
八
二
一

愛
さ
ん
さ
ん
訪
問
介
護
石
巻

石
巻
市
駅
前
北
通
り
一
丁
目
五

番
六
号

愛
さ
ん
さ
ん
宅
食
株
式
会
社

平
成
二
十
八
年

四
月
一
日

〇
四
七
二
四
〇
〇
七
六
一

す
み
れ
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
町
四
十

四
番
地
一

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
こ

に
こ
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

平
成
二
十
八
年

四
月
一
日

〇
四
七
二
七
〇
一
三
〇
九

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
く
る

み黒
川
郡
大
和
町
鶴
巣
大
平
字
下

碇
九
十
五
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
マ
ス

キ
ー

平
成
二
十
八
年

四
月
一
日

二　

通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
一
三
〇
一
九
八
六

介
護
い
つ
く
し
み
の
家
中
央
館

栗
原
市
一
迫
柳
目
字
柳
目
持

沢
四
十
三
番
地
二
十
五

有
限
会
社
グ
ロ
リ
ア
・
プ
ラ

ン
ニ
ン
グ

平
成
二
十
八
年

四
月
一
日

〇
四
七
一
五
〇
二
五
二
六

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
和
笑

大
崎
市
古
川
大
幡
字
新
田
八
十

一

有
限
会
社
穂
乃
香

平
成
二
十
八
年

四
月
一
日

〇
四
七
二
七
〇
一
二
九
一

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

く
る
み

黒
川
郡
大
和
町
鶴
巣
大
平
字
下

碇
九
十
五
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
マ
ス

キ
ー

平
成
二
十
八
年

四
月
一
日

〇
四
七
〇
九
〇
〇
七
七
〇

き
ら
り
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
い
わ
き

り多
賀
城
市
新
田
字
後
十
一
番

有
限
会
社
ラ
イ
フ
ケ
ア
エ
ナ

ジ
ー

平
成
二
十
八
年

四
月
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
と

し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
九
〇
〇
七
五
四

居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
さ
く

ら
ビ
レ
ッ
ジ

株
式
会
社
ｓ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ

平
成
二
十
八
年

三
月
一
日

多
賀
城
市
桜
木
二
丁
目
二
番
二

十
二
号

〇
四
七
一
三
〇
一
九
七
八

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
フ
ァ
ミ

リ
ア
栗
原
市
築
館
源
光
十
七
番
地
二

十
九
号

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ア

平
成
二
十
八
年

三
月
一
日

〇
四
七
二
二
〇
一
三
一
八

特
定
非
営
利
活
動
法
人
友
愛
さ

く
ら
訪
問
介
護
事
業
所

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
東
二
の
六

の
三
十
の
百
一
お
お
の
ビ
レ
ッ

ジ

特
定
非
営
利
活
動
法
人
友
愛

さ
く
ら

平
成
二
十
八
年

三
月
一
日

〇
四
七
〇
七
〇
一
一
一
一

太
陽
の
郷
愛
島
ケ
ア
プ
ラ
ン
セ

ン
タ
ー

名
取
市
愛
島
笠
島
字
西
小
泉
七

番
地（
十
七
街
区
・
十
八
街
区
）

株
式
会
社
太
陽
デ
パ
ー
ト

平
成
二
十
八
年

三
月
十
五
日

〇
四
七
〇
二
〇
二
八
三
九

居
宅
介
護
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
は
ぴ

ね
す
プ
ラ
ザ

石
巻
市
鹿
妻
南
二
丁
目
二
番
八

号

社
会
福
祉
法
人
夢
み
の
里

平
成
二
十
八
年

四
月
一
日

〇
四
七
一
二
〇
一
五
八
二

や
ま
と
在
宅
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
下
田
中
二

十
五
番
地

医
療
法
人
社
団
や
ま
と

平
成
二
十
八
年

四
月
一
日

〇
四
七
二
四
〇
〇
七
五
三

す
み
れ
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
町
四
十

四
番
地
一

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
こ

に
こ
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

平
成
二
十
八
年

四
月
一
日

〇
四
七
二
七
〇
一
二
八
三

Ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
Ｏ
ｎ
ｅ　

Ｈ
ｅ
ａ
ｒ

ｔ黒
川
郡
富
谷
町
日
吉
台
二
丁
目

二
十
四
番
地
十
セ
フ
ィ
ラ
大
富

一
〇
三
号

Ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
Ｏ
ｎ
ｅ
Ｃ
ａ
ｒ
ｅ

株
式
会
社

平
成
二
十
八
年

四
月
一
日

〇
四
七
二
七
〇
一
三
一
七

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
く
る
み

黒
川
郡
大
和
町
鶴
巣
大
平
字
下

碇
九
十
五
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
マ
ス

キ
ー

平
成
二
十
八
年

四
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
九
〇
〇
七
六
二

さ
く
ら
ビ
レ
ッ
ジ
訪
問
介
護

多
賀
城
市
桜
木
二
丁
目
二
番
二

株
式
会
社
ｓ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ

平
成
二
十
八
年

三
月
一
日
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十
二
号

〇
四
七
〇
七
〇
一
一
二
九

太
陽
の
郷
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
名
取
市
愛
島
笠
島
字
西
小
泉
七

番
地（
十
七
街
区
・
十
八
街
区
）

株
式
会
社
太
陽
デ
パ
ー
ト

平
成
二
十
八
年

三
月
十
五
日

〇
四
七
〇
二
〇
二
八
二
一

愛
さ
ん
さ
ん
訪
問
介
護
石
巻

石
巻
市
駅
前
北
通
り
一
丁
目
五

番
六
号

愛
さ
ん
さ
ん
宅
食
株
式
会
社

平
成
二
十
八
年

四
月
一
日

〇
四
七
二
四
〇
〇
七
六
一

す
み
れ
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
町
四
十

四
番
地
一

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
こ

に
こ
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

平
成
二
十
八
年

四
月
一
日

〇
四
七
二
七
〇
一
三
〇
九

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
く
る

み黒
川
郡
大
和
町
鶴
巣
大
平
字
下

碇
九
十
五
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
マ
ス

キ
ー

平
成
二
十
八
年

四
月
一
日

二　

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
二
二
〇
一
三
二
六

ピ
ュ
ア
健
康
倶
楽
部
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

柴
田
郡
大
河
原
町
新
東
二
十
四

番
地
の
一

株
式
会
社
ピ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ

平
成
二
十
八
年

三
月
一
日

〇
四
七
〇
二
〇
二
七
九
七

リ
ハ
ビ
リ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ひ
か

り石
巻
市
中
里
三
丁
目
四
番
二
十

一
号

株
式
会
社
エ
ス
・
メ
デ
ィ
ッ

ク

平
成
二
十
八
年

三
月
十
五
日

〇
四
七
〇
二
〇
二
八
〇
五

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
う
さ
ぎ

石
巻
市
中
里
二
丁
目
八
番
二
十

号

株
式
会
社
明
美
会

平
成
二
十
八
年

三
月
十
五
日

〇
四
七
一
一
〇
〇
六
九
三

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
平
等
ほ
ほ
え
み

館岩
沼
市
平
等
一
丁
目
五
番
地
二

株
式
会
社
ア
ト
ラ
ス
ケ
ア

平
成
二
十
八
年

三
月
十
五
日

〇
四
七
一
二
〇
一
五
七
四

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
し
ば
た

登
米
市
登
米
町
日
野
渡
内
の
目

三
百
二
十
一
番
地
五

株
式
会
社
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｉ

平
成
二
十
八
年

三
月
十
五
日

〇
四
七
〇
二
〇
二
八
一
三

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ま
す
み

石
巻
市
渡
波
字
新
千
刈
四
十
八

合
同
会
社
シ
ル
バ
ー
フ
ァ
ミ

リ
ー
サ
ポ
ー
ト
に
っ
た

平
成
二
十
八
年

四
月
一
日

〇
四
七
一
五
〇
二
五
二
六

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
和
笑

大
崎
市
古
川
大
幡
字
新
田
八
十

一

有
限
会
社
穂
乃
香

平
成
二
十
八
年

四
月
一
日

〇
四
七
二
四
〇
〇
七
七
九

す
み
れ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
町
四
十

四
番
地
一

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
こ

に
こ
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

平
成
二
十
八
年

四
月
一
日

〇
四
七
二
七
〇
一
二
九
一

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

く
る
み

黒
川
郡
大
和
町
鶴
巣
大
平
字
下

碇
九
十
五
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
マ
ス

キ
ー

平
成
二
十
八
年

四
月
一
日

〇
四
七
〇
九
〇
〇
七
七
〇

き
ら
り
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
い
わ
き

り多
賀
城
市
新
田
字
後
十
一
番

有
限
会
社
ラ
イ
フ
ケ
ア
エ
ナ

ジ
ー

平
成
二
十
八
年

四
月
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
二
四
〇
〇
五
〇
六

す
み
れ
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
町
四
十

四
番
地
一

有
限
会
社
杉
山
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

二　

訪
問
入
浴
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
二
〇
〇
七
八
三

花
水
木
介
護
セ
ン
タ
ー

石
巻
市
鹿
又
字
八
幡
前
十
五
番

社
会
福
祉
法
人
一
視
同
仁
会

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
三
一
〇
〇
二
五
三

Ｊ
Ａ
み
ど
り
の
ふ
れ
愛
福
祉
セ

ン
タ
ー
小
牛
田

遠
田
郡
美
里
町
中
埣
字
夘
時
三

の
一

み
ど
り
の
農
業
協
同
組
合

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
三
一
〇
〇
四
七
七

い
な
ほ
の
里
訪
問
入
浴
介
護
事

業
所

遠
田
郡
美
里
町
木
間
塚
字
原
田

七
番
地

社
会
福
祉
法
人
南
郷
福
祉
会

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

三　

通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
三
〇
〇
六
一
七

悠
泉
通
所
介
護
事
業
所

塩
竈
市
新
浜
町
二
丁
目
一
番
三

株
式
会
社
紅
葉

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日
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号

〇
四
七
一
三
〇
〇
九
一
三

栗
原
市
鶯
沢
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

栗
原
市
鶯
沢
南
郷
下
久
保
二
十

六
番
地
三

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会

福
祉
協
議
会

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
三
〇
〇
九
三
九

栗
原
市
花
山
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
（
湖
畔
の
里
）

栗
原
市
花
山
本
沢
百
目
十
八
番

地
の
一

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会

福
祉
協
議
会

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
五
〇
〇
五
九
五

小
規
模
多
機
能
ホ
ー
ム
灯
の
家

大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚
字
石
名

坂
十
七
番
地
三

有
限
会
社
灯
の
家

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
五
〇
一
四
四
五

古
川
中
央
整
骨
院
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
ま
え
だ

大
崎
市
古
川
前
田
町
二
番
十
号

有
限
会
社
櫻
コ
ー
ポ
レ
ー
シ

ョ
ン

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
二
〇
〇
五
八
三

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
た
ん
ぽ
ぽ

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
東
一
丁
目

二
番
一
号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
も
み

の
木
会

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
二
〇
一
〇
二
九

茶
話
本
舗
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
柴
田

亭柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
土
手
内
二

丁
目
六
番
十
号

株
式
会
社
ア
ガ
ツ
マ

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
四
〇
〇
三
六
五

す
み
れ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
町
四
十

四
の
一

有
限
会
社
杉
山
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

四　

福
祉
用
具
貸
与

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
七
〇
〇
七
八
二

福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
ふ
る
さ

と名
取
市
本
郷
字
町
田
四
十
六
番

地

有
限
会
社
こ
す
ご
う

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
五
〇
一
二
四
七

大
崎
市
社
会
福
祉
協
議
会
古
川

福
祉
用
具
貸
与
事
業
所

大
崎
市
古
川
十
日
町
四
番
二
十

一
号

社
会
福
祉
法
人
大
崎
市
社
会

福
祉
協
議
会

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
二
〇
〇
二
〇
三

社
会
福
祉
法
人
村
田
町
社
会
福

祉
協
議
会

柴
田
郡
村
田
町
大
字
村
田
字
大

槻
下
六
番
地

社
会
福
祉
法
人
村
田
町
社
会

福
祉
協
議
会

平
成
二
十
八
年

四
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
三
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
五
〇
〇
〇
六
七

恵
風
荘
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ

ー気
仙
沼
市
松
崎
柳
沢
二
百
二
十

八
番
地
六
十
八

社
会
福
祉
法
人
な
か
つ
う
み

会

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
二
〇
一
四
二
六

や
ま
と
在
宅
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
中
江
三
丁

目
八
番
地
一

株
式
会
社
Ｇ
ｏ
ｏ
ｄ　

Ｍ
ｅ

ｄ
ｉ
ｃ
ｉ
ｎ
ｅ　
Ｊ
ａ
ｐ
ａ

ｎ

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
五
〇
〇
九
九
一

大
崎
市
社
会
福
祉
協
議
会
古
川

南
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

大
崎
市
古
川
小
稲
葉
町
八
番
二

十
号

社
会
福
祉
法
人
大
崎
市
社
会

福
祉
協
議
会

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
四
〇
〇
三
七
三

す
み
れ
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
町
四
十

四
番
地
一

有
限
会
社
杉
山
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
〇
二
〇
一
三
七
七

こ
〜
ぷ
の
お
家
い
し
の
ま
き
ケ

ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー

石
巻
市
向
陽
町
三
丁
目
二
十
六

番
一
号

社
会
福
祉
法
人
こ
ー
ぷ
福
祉

会

平
成
二
十
八
年

四
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
四
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
二
四
〇
〇
五
〇
六

す
み
れ
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
町
四
十

四
番
地
一

有
限
会
社
杉
山
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

二　

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
二
〇
〇
七
八
三

花
水
木
介
護
セ
ン
タ
ー

社
会
福
祉
法
人
一
視
同
仁
会

平
成
二
十
八
年
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石
巻
市
鹿
又
字
八
幡
前
十
五
番

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
三
一
〇
〇
二
五
三

Ｊ
Ａ
み
ど
り
の
ふ
れ
愛
福
祉
セ

ン
タ
ー
小
牛
田

遠
田
郡
美
里
町
中
埣
字
夘
時
三

番
地
一

み
ど
り
の
農
業
協
同
組
合

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
三
一
〇
〇
四
七
七

い
な
ほ
の
里
訪
問
入
浴
介
護
事

業
所
遠
田
郡
美
里
町
木
間
塚
字
原
田

七
番
地

社
会
福
祉
法
人
南
郷
福
祉
会

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

三　

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
三
〇
〇
六
一
七

悠
泉
通
所
介
護
事
業
所

塩
竈
市
新
浜
町
二
丁
目
一
番
三

号

株
式
会
社
紅
葉

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
五
〇
〇
五
九
五

小
規
模
多
機
能
ホ
ー
ム
灯
の
家

大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚
字
石
名

坂
十
七
番
地
三

有
限
会
社
灯
の
家

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
五
〇
一
四
四
五

古
川
中
央
整
骨
院
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
ま
え
だ

大
崎
市
古
川
前
田
町
二
番
十
号

有
限
会
社
櫻
コ
ー
ポ
レ
ー
シ

ョ
ン

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
二
〇
〇
五
八
三

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
た
ん
ぽ
ぽ

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
東
一
丁
目

二
番
一
号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
も
み

の
木
会

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
四
〇
〇
三
六
五

す
み
れ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
町
四
十

四
の
一

有
限
会
社
杉
山
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

四　

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
七
〇
〇
七
八
二

福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
ふ
る
さ

と名
取
市
本
郷
字
町
田
四
十
六
番

地

有
限
会
社
こ
す
ご
う

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
五
〇
一
二
四
七

大
崎
市
社
会
福
祉
協
議
会
古
川

福
祉
用
具
貸
与
事
業
所

大
崎
市
古
川
十
日
町
四
番
二
十

一
号

社
会
福
祉
法
人
大
崎
市
社
会

福
祉
協
議
会

平
成
二
十
八
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
二
〇
〇
二
〇
三

社
会
福
祉
法
人
村
田
町
社
会
福

祉
協
議
会

柴
田
郡
村
田
町
大
字
村
田
字
大

槻
下
六
番
地

社
会
福
祉
法
人
村
田
町
社
会

福
祉
協
議
会

平
成
二
十
八
年

四
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

実
施
年
月
日

実　

施　

区　

域

検
査
受
付
時
間

実
施
の
場
所

平
成
二
十
八
年

七
月
五
日

美

里

町

小

牛

田

午
前
十
時
半
か
ら

午
後
三
時
ま
で

美
里
町
役
場
本
庁
舎
裏
倉
庫

　

同
七
月
六
日

美

里

町

南

郷

午
前
十
時
半
か
ら

正
午
ま
で

美
里
町
役
場
南
郷
庁
舎
東
側
車

庫

　

同
七
月
十
二
日

女

川

町

全

域

午
前
十
時
半
か
ら

午
後
二
時
半
ま
で

女
川
町
総
合
体
育
館

　

同
七
月
十
三
日

女

川

町

全

域

午
前
十
時
半
か
ら

午
後
二
時
半
ま
で

女
川
町
総
合
体
育
館

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号

　

平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
八
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
漁
業
共
済
に
係
る
加
入
区
の
設
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

法
第
百
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
漁
業
（
わ
か
め
を
と
る
漁
業
）
の
表
中

「
宮
城
県
第
17加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

，
共
第
122号

及
び
共
第
124号

漁
業
権
の
漁
場
の
区

域（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
支
所
の
地
区

を

宮
城
県
第
18加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

及
び
共
第
124号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
前
網
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
19加
入
区

（
水
域
）
共
第
124号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
鮫
浦
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
20加
入
区

（
水
域
）
共
第
125号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
21加
入
区

（
水
域
）
共
第
125号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
泊
浜
支
所
の
地
区

」

「
宮
城
県
第
17加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

，
共
第
122号

及
び
共
第
124号

漁
業
権
の
漁
場
の
区

域（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
前
網
支
所
の
地
区
の
う
ち
寄
磯
の

宮　　城　　県　　公　　報第2760号　平成28年５月27日　金曜日 （6）



改
め
、

　

法
第
百
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
漁
業
（
こ
ん
ぶ
を
と
る
漁
業
）
の
表
中

改
め
、

　

法
第
百
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
漁
業
（
て
ん
ぐ
さ
を
と
る
漁
業
）
の
表
中

改
め
、

　

法
第
百
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
漁
業
（
あ
わ
び
を
と
る
漁
業
）
の
表
中

区
域

宮
城
県
第
18加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

及
び
共
第
124号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
前
網
支
所
の
地
区
の
う
ち
前
網
の

区
域

に、

宮
城
県
第
19加
入
区

（
水
域
）
共
第
124号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
鮫
浦
の
区
域

宮
城
県
第
20加
入
区

（
水
域
）
共
第
125号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
谷
川
の
区
域

宮
城
県
第
21加
入
区

（
水
域
）
共
第
125号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
泊
浜
の
区
域
」

「
宮
城
県
第
47加
入
区

（
水
域
）
共
第
160号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
山
元
支
所
の
地
区

」

を

「
宮
城
県
第
47加
入
区

（
水
域
）
共
第
160号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
仙
南
支
所
の
地
区
の
う
ち
山
元
の
区
域
」

に

「
宮
城
県
第
17加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

，
共
第
122号

及
び
共
第
124号

漁
業
権
の
漁
場
の
区

域（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
支
所
の
地
区

を

宮
城
県
第
18加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

及
び
共
第
124号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
前
網
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
19加
入
区

（
水
域
）
共
第
124号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
鮫
浦
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
20加
入
区

（
水
域
）
共
第
125号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
21加
入
区

（
水
域
）
共
第
125号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
泊
浜
支
所
の
地
区

」

「

宮
城
県
第
17加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

，
共
第
122号

及
び
共
第
124号

漁
業
権
の
漁
場
の
区

域（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
前
網
支
所
の
地
区
の
う
ち
寄
磯
の

区
域

宮
城
県
第
18加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

及
び
共
第
124号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
前
網
支
所
の
地
区
の
う
ち
前
網
の

区
域

に

宮
城
県
第
19加
入
区

（
水
域
）
共
第
124号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
鮫
浦
の
区
域

宮
城
県
第
20加
入
区

（
水
域
）
共
第
125号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
谷
川
の
区
域

宮
城
県
第
21加
入
区

（
水
域
）
共
第
125号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
泊
浜
の
区
域
」

「
宮
城
県
第
13加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

及
び
共
第
124号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
支
所
の
地
区

を

宮
城
県
第
14加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

及
び
共
第
124号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
前
網
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
15加
入
区

（
水
域
）
共
第
124号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
鮫
浦
支
所
の
地
区

」

「
宮
城
県
第
13加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

及
び
共
第
124号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
前
網
支
所
の
地
区
の
う
ち
寄
磯
の

区
域

に

宮
城
県
第
14加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

及
び
共
第
124号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
前
網
支
所
の
地
区
の
う
ち
前
網
の

区
域

宮
城
県
第
15加
入
区

（
水
域
）
共
第
124号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
鮫
浦
の
区
域
」

「

宮
城
県
第
43加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

，
共
第
122号

，
共
第
124号

及
び
共
第
127号

漁
業
権

の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
支
所
の
地
区
（
海
岸
線
沖
合
100

メ
ー
ト
ル
未
満
の
区
域
）

宮
城
県
第
44加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

，
共
第
122号

，
共
第
124号

及
び
共
第
127号

漁
業
権

の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
支
所
の
地
区
（
海
岸
線
沖
合
100

メ
ー
ト
ル
以
上
の
区
域
）

宮
城
県
第
45加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

，
共
第
124号

及
び
共
第
127号

漁
業
権
の
漁
場
の
区

域（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
前
網
支
所
の
地
区
（
海
岸
線
沖
合
100

メ
ー
ト
ル
未
満
の
区
域
）

宮
城
県
第
46加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

，
共
第
124号

及
び
共
第
127号

漁
業
権
の
漁
場
の
区

域（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
前
網
支
所
の
地
区
（
海
岸
線
沖
合
100

メ
ー
ト
ル
以
上
の
区
域
）
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改
め
、

　

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
（
二
号
漁
業
）
の
表
中
、
石
巻
市
区
域
（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
支
所

の
地
区
）
の
項
及
び
石
巻
市
区
域
（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
前
網
支
所
の
地
区
）
の
項
を
削
り
、

宮
城
県
第
47加
入
区

（
水
域
）
共
第
124号

及
び
共
第
127号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
鮫
浦
支
所
の
地
区
（
海
岸
線
沖
合
100

を

メ
ー
ト
ル
未
満
の
区
域
）

宮
城
県
第
48加
入
区

（
水
域
）
共
第
124号

及
び
共
第
127号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
鮫
浦
支
所
の
地
区
（
海
岸
線
沖
合
100

メ
ー
ト
ル
以
上
の
区
域
）

宮
城
県
第
49加
入
区

（
水
域
）
共
第
125号

及
び
共
第
127号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
（
海
岸
線
沖
合
100

メ
ー
ト
ル
未
満
の
区
域
）

宮
城
県
第
50加
入
区

（
水
域
）
共
第
125号

及
び
共
第
127号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
（
海
岸
線
沖
合
100

メ
ー
ト
ル
以
上
の
区
域
）

宮
城
県
第
51加
入
区

（
水
域
）
共
第
125号

及
び
共
第
127号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
泊
浜
支
所
の
地
区
（
海
岸
線
沖
合
100

メ
ー
ト
ル
未
満
の
区
域
）

宮
城
県
第
52加
入
区

（
水
域
）
共
第
125号

及
び
共
第
127号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
泊
浜
支
所
の
地
区
（
海
岸
線
沖
合
100

メ
ー
ト
ル
以
上
の
区
域
）

」

「

宮
城
県
第
43加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

，
共
第
122号

，
共
第
124号

及
び
共
第
127号

漁
業
権

の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
前
網
支
所
の
地
区
の
う
ち
寄
磯
の

区
域
（
海
岸
線
沖
合
100メ

ー
ト
ル
未
満
の
区
域
）

宮
城
県
第
44加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

，
共
第
122号

，
共
第
124号

及
び
共
第
127号

漁
業
権

の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
前
網
支
所
の
地
区
の
う
ち
寄
磯
の

区
域
（
海
岸
線
沖
合
100メ

ー
ト
ル
以
上
の
区
域
）

宮
城
県
第
45加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

，
共
第
124号

及
び
共
第
127号

漁
業
権
の
漁
場
の
区

域（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
前
網
支
所
の
地
区
の
う
ち
前
網
の

区
域
（
海
岸
線
沖
合
100メ

ー
ト
ル
未
満
の
区
域
）

宮
城
県
第
46加
入
区

（
水
域
）
共
第
121号

，
共
第
124号

及
び
共
第
127号

漁
業
権
の
漁
場
の
区

域（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
前
網
支
所
の
地
区
の
う
ち
前
網
の

区
域
（
海
岸
線
沖
合
100メ

ー
ト
ル
以
上
の
区
域
）

宮
城
県
第
47加
入
区

（
水
域
）
共
第
124号

及
び
共
第
127号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
鮫
浦
の
区
域

（
海
岸
線
沖
合
100メ

ー
ト
ル
未
満
の
区
域
）

に

宮
城
県
第
48加
入
区

（
水
域
）
共
第
124号

及
び
共
第
127号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
鮫
浦
の
区
域

（
海
岸
線
沖
合
100メ

ー
ト
ル
以
上
の
区
域
）

宮
城
県
第
49加
入
区

（
水
域
）
共
第
125号

及
び
共
第
127号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
谷
川
の
区
域

（
海
岸
線
沖
合
100メ

ー
ト
ル
未
満
の
区
域
）

宮
城
県
第
50加
入
区

（
水
域
）
共
第
125号

及
び
共
第
127号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
谷
川
の
区
域

（
海
岸
線
沖
合
100メ

ー
ト
ル
以
上
の
区
域
）

（
水
域
）
共
第
125号

及
び
共
第
127号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

宮
城
県
第
51加
入
区

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
泊
浜
の
区
域

（
海
岸
線
沖
合
100メ

ー
ト
ル
未
満
の
区
域
）

宮
城
県
第
52加
入
区

（
水
域
）
共
第
125号

及
び
共
第
127号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

（
区
域
）
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
泊
浜
の
区
域

（
海
岸
線
沖
合
100メ

ー
ト
ル
以
上
の
区
域
）

」

「
石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
寄
磯
支
所
及
び
前
網
支

所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

を

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
鮫
浦
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

５
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

４
に
掲
げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

６
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
谷
川
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
泊
浜
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

５
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

４
に
掲
げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

６
．
小
型
定
置
漁
業

」

「
石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
寄
磯
前
網
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
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用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

５
．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
し
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

６
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

５
に
掲
げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

７
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う

ち
鮫
浦
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

５
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

４
に
掲
げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

６
．
小
型
定
置
漁
業

に、

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う

ち
谷
川
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う

ち
泊
浜
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

５
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

４
に
掲
げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

６
．
小
型
定
置
漁
業

」

「
石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
北
上
町
十
三
浜
支
所
，

河
北
町
支
所
，
雄
勝
町
東

部
支
所
，
雄
勝
町
雄
勝
湾

支
所
，
寄
磯
支
所
，
前
網

支
所
，
谷
川
支
所
，
泊
浜

支
所
，
鮫
浦
支
所
，
網
地

島
支
所
，
表
浜
支
所
，
石

巻
市
東
部
支
所
，
石
巻
地

区
支
所
，
石
巻
湾
支
所
，

牡
鹿
漁
業
協
同
組
合
及
び

石
巻
市
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
以
上
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し

て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

」

を

「
石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
北
上
町
十
三
浜
支
所
，

河
北
町
支
所
，
雄
勝
町
東

部
支
所
，
雄
勝
町
雄
勝
湾

支
所
，
寄
磯
前
網
支
所
，

谷
川
支
所
，
網
地
島
支

所
，
表
浜
支
所
，
石
巻
市

東
部
支
所
，
石
巻
地
区
支

所
，
石
巻
湾
支
所
，
牡
鹿

漁
業
協
同
組
合
及
び
石
巻

市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
以
上
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し

て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

」

に、

「
名
取
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
閖
上
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

を

七
ヶ
浜
町
及
び
名
取
市
区

域（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
町
及
び
閖
上
支

所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

亘
理
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
亘
理
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
主
と
し
て
底
び
き
網
を
使
用
し

て
行
う
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

山
元
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
山
元
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
か
れ
い
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
し
ゃ
こ
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
又
は
籠
を
使
用
し
て
か
に

を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

５
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
さ
け
又
は
ま

す
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

６
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
す
け
と
う
だ

ら
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

７
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
あ
か
が

い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

８
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
こ
だ
ま

が
い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

９
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
う
ば
が

い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

10 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ど
う
を
使
用
し
て
あ
な
ご
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

11 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ど
う
又
は
籠
を
使
用
し
て
た
こ

を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

12 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

11に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業
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改
め
、

　

法
第
百
二
十
五
条
の
二
に
掲
げ
る
漁
業
（
の
り
養
殖
業
）
の
表
中

改
め
、

　

法
第
百
二
十
五
条
の
二
に
掲
げ
る
漁
業
（
わ
か
め
養
殖
業
）
の
表
中

13 ．
小
型
定
置
漁
業

」

「
名
取
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
仙
南
支
所
の
地
区
の
う

ち
閖
上
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

に

七
ヶ
浜
町
及
び
名
取
市
区

域（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
町
及
び
仙
南
支

所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

亘
理
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
仙
南
支
所
の
地
区
の
う

ち
亘
理
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
主
と
し
て
底
び
き
網
を
使
用
し

て
行
う
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

山
元
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
仙
南
支
所
の
地
区
の
う

ち
山
元
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
か
れ
い
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
し
ゃ
こ
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
又
は
籠
を
使
用
し
て
か
に

を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

５
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
さ
け
又
は
ま

す
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

６
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
す
け
と
う
だ

ら
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

７
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
あ
か
が

い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

８
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
こ
だ
ま

が
い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

９
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
う
ば
が

い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

10 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ど
う
を
使
用
し
て
あ
な
ご
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

11 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ど
う
又
は
籠
を
使
用
し
て
た
こ

を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

12 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

11に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

13 ．
小
型
定
置
漁
業

」
「

宮
城
県
第
79加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
80加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
前
網
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
81加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
鮫
浦
支
所
の
地
区

を

宮
城
県
第
82加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区

「
宮
城
県
第
７
加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
前
網
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
８
加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
鮫
浦
支
所
の
地
区

を

宮
城
県
第
９
加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区

」

「
宮
城
県
第
７
加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
前
網
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
８
加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
鮫
浦
の
区
域

に、

宮
城
県
第
９
加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
谷
川
の
区
域

」

「
宮
城
県
第
22加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
塩
釜
市
第
一
支
所
，
七
ヶ
浜
支
所
，
仙
台
支
所
及

び
仙
南
支
所
（
閖
上
）
の
地
区

」

を

「
宮
城
県
第
22加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
塩
釜
市
第
一
支
所
，
七
ヶ
浜
支
所
，
仙
台
支
所
の

地
区
及
び
仙
南
支
所
の
地
区
の
う
ち
閖
上
の
区
域

」

に、

「
宮
城
県
第
32加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
仙
南
支
所
（
亘
理
）
の
地
区

を

宮
城
県
第
33加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
仙
南
支
所
（
山
元
）
の
地
区

」

「
宮
城
県
第
32加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
仙
南
支
所
の
地
区
の
う
ち
亘
理
の
区
域

に

宮
城
県
第
33加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
仙
南
支
所
の
地
区
の
う
ち
山
元
の
区
域

」
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改
め
、

　

法
第
百
二
十
五
条
の
二
に
掲
げ
る
漁
業
（
ほ
た
て
貝
養
殖
業
）
の
表
中

改
め
、

　

法
第
百
二
十
五
条
の
二
に
掲
げ
る
漁
業
（
特
定
か
き
養
殖
業
）
の
表
中

改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号

　

農
地
中
間
管
理
機
構
公
益
社
団
法
人
み
や
ぎ
農
業
振
興
公
社
か
ら
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た

の
で
、
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
六
月
十
日
ま
で
、
次
の
と

お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
の
と
お
り

二　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
十
八
日

三　

縦
覧
場
所

宮
城
県
第
83加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
泊
浜
支
所
の
地
区

」

「
宮
城
県
第
79加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
前
網
支
所
の
地
区
の
う
ち
寄
磯
の
区
域

宮
城
県
第
80加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
前
網
支
所
の
地
区
の
う
ち
前
網
の
区
域

宮
城
県
第
81加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
鮫
浦
の
区
域

に

宮
城
県
第
82加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
谷
川
の
区
域

宮
城
県
第
83加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
泊
浜
の
区
域

」

「
宮
城
県
第
84加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
85加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
前
網
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
86加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
鮫
浦
支
所
の
地
区

を

宮
城
県
第
87加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
88加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
泊
浜
支
所
の
地
区

」

「
宮
城
県
第
84加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
前
網
支
所
の
地
区
の
う
ち
寄
磯
の
区
域

宮
城
県
第
85加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
前
網
支
所
の
地
区
の
う
ち
前
網
の
区
域

宮
城
県
第
86加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
鮫
浦
の
区
域

に

宮
城
県
第
87加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
谷
川
の
区
域

宮
城
県
第
88加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
泊
浜
の
区
域

」

「
宮
城
県
第
157加

入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
158加

入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
前
網
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
159加

入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
鮫
浦
支
所
の
地
区

を

宮
城
県
第
160加

入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
161加

入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
泊
浜
支
所
の
地
区

」

「
宮
城
県
第
157加

入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
前
網
支
所
の
地
区
の
う
ち
寄
磯
の
区
域

宮
城
県
第
158加

入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
寄
磯
前
網
支
所
の
地
区
の
う
ち
前
網
の
区
域

宮
城
県
第
159加

入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
鮫
浦
の
区
域

に

宮
城
県
第
160加

入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
谷
川
の
区
域

宮
城
県
第
161加

入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
谷
川
支
所
の
地
区
の
う
ち
泊
浜
の
区
域

」
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宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号

　

県
営
玉
浦
中
部
地
区
土
地
改
良
事
業
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。　

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称　
　

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

岩
沼
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

大
崎
市
松
山
千
石
字
大
﨔
一
四
の
一
四
、
一
四
の
一
六
、
一
六
の
三
、
一
六
の
四
、
二
二
の
三

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

干
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

「
食
材
王
国
み
や
ぎ
」
魅
力
発
信
業
務
一
式

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

農
林
水
産
部
食
産
業
振
興
課　

仙
台
市
青
葉
区

本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四 　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
東
日
本
企
画　

仙
台
市
青

葉
区
一
番
町
二
丁
目
二
番
十
三
号　

仙
建
ビ
ル
七
階

五　

契
約
金
額　

八
千
三
百
六
十
四
万
七
千
四
百
四
十
二
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七 　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
該
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
県
営
牡
鹿
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
））
計
画

の
変
更
に
当
た
り
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

協
議
を
行
う
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
土
地
改

良
事
業
変
更
計
画
の
概
要
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
概
要
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　

 　

県
営
牡
鹿
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
））
変

更
計
画
概
要
書

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

　
　

石
巻
市
役
所
及
び
石
巻
市
牡
鹿
総
合
支
所

四　

意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日

　

２　

提
出
方
法　

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
長
宛
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

送
付
先　

〒
九
八
六

－

〇
八
一
二　

宮
城
県
石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四
の
三
十
二
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電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　
ｅ
ｔ

－

ｓ
ｇ
ｓ
ｉ
ｎ
ｋ
ｓ
＠
ｐ
ｒ
ｅ
ｆ
．
ｍ
ｉ
ｙ
ａ
ｇ
ｉ
．
ｊ
ｐ

　

３ 　

意
見
書
の
様
式
等　

様
式
は
任
意
で
す
が
、
言
語
は
日
本
語
に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
氏
名
（
法
人
名
）
及
び
連

絡
先
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

４ 　

意
見
書
の
取
扱
い　

提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
内
容
は
、
石
巻
市
役
所
で
縦
覧
に
供
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
提
出
さ

れ
た
意
見
に
対
し
て
は
、
個
別
に
回
答
し
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
御
了
承
願
い
ま
す
。

　

５　

そ
の
他　

電
話
に
よ
る
意
見
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
上
余
田
字
市
坪
四
百
六
十
八
、
四
百
六
十
九
番

一
、
四
百
六
十
九
番
二
、
四
百
七
十
番
一
、
四
百
七
十
番

三
、
四
百
九
十
三
番
一
、
四
百
九
十
三
番
二
、
四
百
九
十

四
番
一
、
四
百
九
十
四
番
二
、
四
百
九
十
五
番
一
、
四
百

九
十
五
番
二
、
四
百
九
十
五
番
三

　

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

 

株
式
会
社
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
四
十
五
番
一
、
五
十
一
番
一

の
一
部
、
五
十
一
番
二
、
五
十
八
番
一
の
一
部
、
五
十
八

番
二
（
第
二
工
区
）

　

仙
台
市
泉
区
泉
中
央
三
丁
目
八
番
地
の
一

 

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
道
下
二
十
三
番
一
、
二
十
四
番

一
　

大
崎
市
古
川
穂
波
七
丁
目
八
番
十
七
号
二
Ａ

 

株
式
会
社
鈴
電　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
が
成
立
す
る
こ
と
を

も
っ
て
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域
（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

岩
沼
市
下
野
郷
字
中
坪
一
番
一
、
一
番
七
、
一
番
八
、

一
番
九
、
一
番
十
、
三
十
番
一
、
六
十
番
四
、
六
十
番
五
、

六
十
四
番
三
、
六
十
四
番
四
、
六
十
八
番
二
、
九
十
六
番

四
、
九
十
八
番
四
、
百
九
番
四
、
百
九
番
五
、
百
十
六
番

三
、
百
十
七
番
三
、
百
二
十
番
一
、
百
二
十
七
番
十
、
百

四
十
五
番
、
百
四
十
六
番
、
百
四
十
七
番
、
百
四
十
八
番

二
、
百
五
十
七
番
二
、
百
六
十
一
番
、
同
字
北
坪
三
番
二
、

三
番
五
、
三
番
六
、
三
番
七
、
七
十
九
番
四
、
八
十
番
四
、

八
十
一
番
一
、
同
字
荷
揚
場
三
十
番
二
、
三
十
二
番
一
、

三
十
二
番
二
、
三
十
二
番
三
、
百
五
番
二
、
百
五
番
四
、

百
五
番
五
、
百
五
番
九
、
百
六
番
四
、
百
六
番
五
、
百
六

番
六
、
百
七
番
五
、
百
八
十
五
番
、
同
字
中
谷
地
一
番
二
、

三
番
四
、
名
取
市
植
松
字
下
札
前
百
六
十
一
番
一
、
百
六

十
四
番
二
、
百
六
十
七
番
二
、
百
六
十
七
番
三
、
百
六
十

八
番
三
、
百
六
十
八
番
五
、
百
六
十
八
番
六
、
百
六
十
八

番
七
、
百
六
十
九
番
一
、
百
七
十
七
番
一
、
百
八
十
八
番

二
、
百
九
十
番
五
、
百
九
十
八
番
一
、
二
百
番
一
、
二
百

一
番
一
、
二
百
二
番
一
、
二
百
六
十
一
番
、
二
百
六
十
二

番
、
二
百
六
十
三
番
、
二
百
六
十
四
番
、
二
百
六
十
五
番
、

二
百
六
十
六
番
、
二
百
六
十
七
番
、
二
百
六
十
八
番
、
二
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二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

百
六
十
九
番
、
同
字
稔
田
八
十
八
番
六
、
百
番
三
、
百
番

四
、
百
番
五
、
百
番
六
、
百
一
番
二
、
百
六
十
六
番
二
、

百
六
十
六
番
三
、
百
六
十
六
番
四
、
百
六
十
七
番
四
、
百

六
十
七
番
五
、
百
七
十
一
番
五
、
百
七
十
二
番
五
の
一
部
、

二
百
八
十
九
番
、
二
百
九
十
番
、
二
百
九
十
一
番
、
同
本

郷
字
下
道
清
六
番
一
、
十
三
番
一
、
百
五
十
九
番

　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
三
号

 

宮
城
県
土
地
開
発
公
社　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

気
仙
沼
市
長
磯
下
原
三
番
二
、
六
番
一
、
九
番
一
、
九

番
二
の
一
部
、
十
番
一
の
一
部
、
十
番
二
の
一
部
、
十
番

三
、
十
番
四
の
一
部
、
十
一
番
一
、
十
一
番
二
、
十
三
番

一
、
十
三
番
二
、
十
五
番
六
、
三
番
二
地
先
の
道
の
一
部
、

十
三
番
二
地
先
の
道
の
一
部
、
九
番
一
地
先
の
水
の
一

部
、
六
番
一
地
先
の
堤

 

気
仙
沼
市　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

気
仙
沼
市
長
磯
前
林
一
番
一
の
一
部
、
一
番
二

 

気
仙
沼
市　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
十
―
十
五

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
号
）
に
基
づ
き
、
人
事

委
員
会
規
則
七
―
二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
イ
及
び
様
式
第
一
号
ロ
中

「

  

」

を

所
　
属
　
収
　
受
　
欄

　
上
記
の
記
載
事
項
は
事
実
と
相
違
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。

　
（
扶
養
手
当
　
　
　
　
　
　
　
円
，
地
域
手
当
　
　
　
　
　
　
円
を
支
給
）

　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
所
属
長
 

印
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「

 

」

に
改
め
、
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

所
属
確
認
事
項

調
整
数
〔
　
　
〕
の
給
料
の
調
整
額
を
支
給

扶
養
手
当
　
　
　
円
，
地
域
手
当
　
　
　
円
を
支
給

所
　
属
　
収
　
受
　
欄

　
上
記
の
記
載
事
項
は
事
実
と
相
違
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
所
属
長
 

印
　
　

備
考
　
扶
養
手
当
及
び
地
域
手
当
の
支
給
額
は
, 職
員
の
勤
務
期
間
が
５
年
未
満
の
場
合
の
み
記
入
す
る
こ
と
。

様
式
第
2
号
（
第
２
条
関
係
）

再
就
職
に
関
す
る
申
立
書

職
員
の
氏
名

退
職
（
予
定
）

年
　
月
　
日

 
年
　
　
月
　
　
日
　

１
　
国
家
公
務
員
又
は
他
の
地
方
公
務
員
等
に
再
就
職
（
２
を
除
く
。）

職
　
　
　
名

就
職
す
る
官
署
等
名

就
職
予
定
年
月
日

 
年
　
　
　
月
　
　
　
日

２
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
特
別
職
又
は
非
常
勤
の

　
職
等
に
再
就
職
　
　
　

３
　
　
　
　
　

　
再
　
任
　
用

４
　
　
　
　
　
　
　

　
会
社
等
に
再
就
職

５
　
　
　
　
　
　

　
再
就
職
し
な
い

　
（
上
記
１
～
５
の
い
ず
れ
か
に
〇
印
を
付
し
，
１
の
場
合
は
必
要
事
項
を
記
入
）

　
　
　
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
を
申
し
立
て
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

備
考
 　
１
の
場
合
で
，
退
職
日
と
同
日
又
は
翌
日
に
再
就
職
し
た
と
き
は
，
基
本
的
に
は
在
職
期
間
が
通
算
さ
れ
，

退
職
手
当
の
支
給
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
，
後
日
，
再
就
職
先
の
辞
令
（
写
し
）
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
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附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。    

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
七
号

　

七
ヶ
浜
海
岸
花
渕
浜
事
件
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
通
知
す
べ
き
次
の
書
類
は
、
当
収
用
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
、
出
頭
の
上
そ
の

交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
収
用
委
員
会　
　
　

一　

通
知
す
べ
き
書
類

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
十
八
日
付
け
宮
収
第
四
号　

審
理
の
開
始
に
つ
い
て
の
通
知
書

二　

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

　
　

氏
名
及
び
住
所
不
明　

た
だ
し
、
登
記
名
義
人　

亡
遠
藤
甚
藏　

法
定
相
続
人　

亡
下
山
俊
則
の
相
続
人

　
　

氏
名
及
び
住
所
不
明　

た
だ
し
、
登
記
名
義
人　

亡
遠
藤
甚
藏　

法
定
相
続
人　

亡
下
山
英
俊
の
相
続
人

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
七
五
〇
号
（
平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

二

段下

正

郡
山
字
黒
岩
等
七
単
位
区
域

　
　
　
　
　
　
　
　

誤

郡
山
字
黒
岩
一
単
位
区
域
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